
第１１０回定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

①事業報告の「業務の適正を確保するための体制
の整備に関する事項及びその運用状況の概要」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」

③連結計算書類の「連結注記表」

④計算書類の「株主資本等変動計算書」

⑤計算書類の「個別注記表」

（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

近畿車輛株式会社

本内容につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づきインター

ネット上の当社ウェブサイト（https://www.kinkisharyo.co.jp）に掲載する

ことにより、株主の皆様に提供しております。



①業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項及びその運用状況の概要

１．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

役員及び社員の行動の拠り所となる「経営方針」において、規範の遵守が経営の根幹である

との信念を明示するとともに、具体的指標となる「企業倫理行動規範」を制定し、これを周知

するための処置をとる。

また、法令及び企業倫理に則った企業行動を推進するため、「コンプライアンス（企業倫理）

委員会」を設置するとともに、「コンプライアンス（企業倫理）統括チーム」を設け、具体的

な仕組み作りや社内研修などを実施する。さらに、法令や企業倫理、社内規定に反する行為が

発生した場合に、これを早期に発見、是正するため、「コンプライアンス社内通報規則」を設

け、社員からの通報や相談を受け付ける体制を整備する。

内部統制を整備・運用する部門が定期的な点検を実施する一方、内部監査機能を強化するた

め、「監査部」を設置している。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令及び定款で定められている事項に加え、対象、担当、期間、管理方法などを明記した

「文書取扱規定」などの社内規定を整備し、これらに則った適切な保存、管理を実施するとと

もに、担当部署が定期的な保存、管理状況の点検などを実施する。

(3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

事業などのリスクを適切に管理するため、リスク管理に係る諸規定類を整備し、各部署にお

ける内部牽制を図るとともに、重要な案件については、必要に応じて取締役会及び「経営会

議」などの会議体において、個別のリスクの管理について審議を行う。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は３分の１以上を独立社外取締役で構成し、大所高所からの意見を反映する。中長

期経営計画を策定して会社として達成すべき目標を明確化する。

会長は取締役会議長として経営全般を管掌し、社長は業務の執行を統括するとともに、適正

な業務組織と分掌事項を設定する。また、経営環境の変化に迅速に対応できるよう、取締役相

互の経営監視の観点に配慮しつつ、担当業務を明確に定め、必要に応じて執行役員に権限を委

譲し、取締役による迅速な意思決定を図っていく。
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役員間の情報の共有と効率的な意思決定を図るため、「経営会議」など当社独自の会議体や、

個別の経営課題毎の委員会組織を状況に応じて設置する。

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社毎の責任経営を原則としたうえで、適正な統治を図るため、「関係会社管理内規」に

基づき、経営上の重要な事項に関しては当社の事前承認または当社への報告を求める体制を構

築する。

また、子会社との間での取引の公正を確保するため、通例的でない取引については、法令で

定める特段の審査手続を設けるとともに、「コンプライアンス社内通報規則」の通報窓口を子

会社にも開放し、それぞれの会社に周知することで、企業集団におけるコンプライアンスの実

効性を確保する。

「監査部」は、法令に定めのある場合のほか、必要に応じて子会社の監査を実施する。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

取締役及び取締役会は、監査役及び監査役会の監査に関する事務を処理するため、「監査役

付」の職務を設ける。「監査役付」の社員は、専ら監査役の指揮を受け、その評価については、

常勤の監査役が行う。また、その異動については予め常勤の監査役の同意を得る。

(7) 当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

当社の取締役及び社員並びに子会社の役員及び社員は、コンプライアンスに違反する事実及

び会社に著しい損害を及ぼす事実並びにそのおそれのある事実を知った場合、直ちに当社の監

査役に報告する。

監査役は取締役会、さらに、常勤の監査役は「経営会議」などの重要会議に出席することが

できる。また、業務執行に係る文書その他重要な文書の回覧を受け、必要に応じて子会社から

営業の報告を求めることができる体制を確保する。

「コンプライアンス（企業倫理）統括チーム連絡会」に常勤の監査役が出席し、当社及び子

会社のコンプライアンス上の諸問題について報告を受ける体制を確保する。
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(8) 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制

通報者は、「コンプライアンス社内通報規則」に基づき、当該報告をしたことを理由として、

会社及び他の社員等からいかなる不利益をも受けない権利を有することを保証する。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務を執行するうえで必要な費用について、毎年、適正な予算を確保し、前払

等の請求があったときは、速やかに当該費用または債務を支払う。

(10)その他会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び取締役会は、監査役が取締役及び社員に対し必要な報告を求め、会社の業務及び

財産の状況を調査し、日常の業務について意見を述べる体制を確保するほか、監査役の監査に

関する体制の整備に当たっては、監査役及び監査役会の同意を得る。

(11)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき、

財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われるよう体制の整備及び運用を行う。また、そ

の体制が有効かつ適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行う。

(12)反社会的勢力排除に向けた基本方針及び整備状況

反社会的勢力、団体に対しては、「企業倫理行動規範」に基づき、毅然とした態度で対応し、

一切の関係を遮断することを基本方針としている。また、平素から所轄の警察署や顧問弁護士

等の外部専門機関と関係を構築し、不当な要求には外部専門機関と連携して組織的に対応す

る。
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1) コンプライアンスに対する取り組み状況

コンプライアンス意識向上のため、「企業倫理行動規範」をカードにして全社員に配布する

とともに、社員教育やイントラネットに継続的に掲載することで周知するほか、コンプライア

ンス啓発文書を発信しました。また、社員の階層別教育訓練や毎月初めの協力会社の新規入場

者訓練の際にコンプライアンス教育を実施するとともに、内部通報制度の周知徹底に努めまし

た。

(2) 損失の危険の管理に対する取り組み状況

所定の事項を取締役会、「経営会議」に付議・報告しました。また、情報セキュリティの管

理体制を強化するとともに、リスク管理チームによるリスクアセスメントに基づく安全衛生と

品質管理の監視を推進しました。

特に、新型コロナウイルス感染症に起因して事業が中断しないよう、サプライチェーンの監

視・監督、社員の感染予防に努めました。

(3) 取締役の職務執行の効率性の確保に対する取り組み状況

取締役会は３分の１以上を独立社外取締役で構成しております。

社外役員への取締役会議案の事前説明や情報提供をはじめ、「経営会議」、「戦略会議」等の

会議の開催、規定の改正などを行いました。また、社外役員も含めた役員間の自由闊達な議

論、質問の場として「役員懇談会」を開催したほか、独立役員の情報交換・認識共有を図るた

め「独立役員懇談会」を開催しました。

(4) 企業集団における業務の適正性の確保に対する取り組み状況

グループ会社に経営上の重要な事項については、当社の事前承認または当社への報告を求め

ました。また、海外子会社を含むグループ全体の内部通報制度を確立しております。

(5) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための取り組み状況

監査役は取締役会、「経営会議」等の重要な会議へ出席しました。また、監査役に対する業

務執行に係る文書その他重要な文書の回覧、子会社からの営業状況の報告を行っており、監査

役の監査が実効的に行われることの確保に努めました。

(6) 反社会的勢力排除に関する取り組み状況

平素から各種取引において反社会的勢力の排除に向けた各種取り組みを進めるとともに、外

部専門機関と連携して組織的に対応できる体制としております。
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②連結株主資本等変動計算書
（百万円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

当期首残高 5,252 3,124 12,152 △105 20,425

当期中の変動額

剰余金の配当 △206 △206

親会社株主に帰属する当期純利益 2,765 2,765

自己株式の取得 △0 △0

連結範囲の変動 △58 △58

株主資本以外の項目の当期中の変動額（純額）

当期中の変動額合計 － － 2,500 △0 2,500

当期末残高 5,252 3,124 14,653 △105 22,925

その他の包括利益累計額

純 資 産
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 1,396 3 △419 △87 893 21,318

当期中の変動額

剰余金の配当 △206

親会社株主に帰属する当期純利益 2,765

自己株式の取得 △0

連結範囲の変動 △58

株主資本以外の項目の当期中の変動額（純額） △194 △3 847 5 655 655

当期中の変動額合計 △194 △3 847 5 655 3,155

当期末残高 1,201 － 428 △81 1,548 24,474

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

― 5 ―



③連結注記表

Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

KINKISHARYO International,L.L.C.

（２）主要な非連結子会社の名称等

㈱ケーエステクノス

RAIL TRANSIT CONSULTANTS,INC.

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)等が、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲から除いております。

なお、前連結会計年度において連結子会社でありました株式会社ケーエステクノスは、重要性が乏し

くなったため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

（１）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数 ０社

（２）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称等

㈱ケーエステクノス

RAIL TRANSIT CONSULTANTS,INC.

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、いずれも小規模会社であり、合計の当期純損

益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等が、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼ

していないため、持分法の適用から除いております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のKINKISHARYO International,L.L.C.の決算日は、12月31日であります。連結計算書類の作

成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。
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４．会計方針に関する事項

（１）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

a．仕掛品

主に個別法による原価法

（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

b．原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法

（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

③ デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

a．2007年３月31日までに取得したもの

旧定額法によっております。

b．2007年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

なお、在外連結子会社は定額法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。
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③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合は残価保証額)とする定額

法によっております。

（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 製品保証引当金

引渡済車両の将来の保証費用の支出に備えるため、個別に見積可能な補修費用についてはその見積額

を、その他については売上高に対する過去の支出割合に基づき必要額を計上しております。

④ 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計

上しております。

（４）収益及び費用の計上基準

鉄道車両関連事業に係る収益は、主に鉄道車両の製造による製品販売であり、顧客との工事請負契約

に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。

当社の工事請負契約につきましては、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行

義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定につき

ましては、車両の引渡しにより顧客に支配が移転した財又はサービスを直接的に把握できるため、引渡

単位数を基礎としたアウトプットに基づき、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もっておりま

す。

在外連結子会社の工事請負契約につきましては、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判

断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の

測定につきましては、車両製造の進捗に伴い、財又はサービスに対する支配を顧客に移転し、原価の発

生が車両製造の進捗を適切に反映すると考えられるため、発生した原価を基礎としたインプットに基づ

き、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もっております。
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（５）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 重要なヘッジ会計の方法

a．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしてい

る場合は振当処理を採用しております。

b．ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

c．ヘッジ方針

内部規定に基づき、為替変動リスクをヘッジする目的で行っております。

d．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の契約高とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びそ

の後も継続して、相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することが

できるため、ヘッジ有効性の判定は省略しております。

② 退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。
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Ⅱ 会計方針の変更に関する注記

１．収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と

いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによ

り、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事

進行基準を、その他の工事については工事完成基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配

が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するに

つれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っておりますが、累積的影響額が無かったため、期首の利益剰余金に加減しておりません。

なお、収益認識会計基準等の適用による、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示

していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表

示することとし、また、「流動負債」に表示していた「前受金」の一部は、当連結会計年度より「契約負

債」に含めて表示することとしております。

２．時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会

計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。

なお、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。

Ⅲ 収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

報告セグメント （百万円）

鉄道車両

関連事業

不動産

関連事業
計

顧客との契約から生じる収益 38,530 － 38,530

その他の収益 － 803 803

外部顧客への売上高 38,530 803 39,334
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２．収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、Ⅰ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関

する注記等 ４．会計方針に関する事項 （４）収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

（１）契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度（百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 14,275

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 9,370

契約資産（期首残高） 13,479

契約資産（期末残高） 8,959

契約負債（期首残高） 867

契約負債（期末残高） 1,609

契約資産は、在外連結子会社の工事請負契約について履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識して

おります収益のうち未請求の対価に対するものであります。契約資産は、対価に対する在外連結子会社

の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられ、顧客との契約に従い、顧

客検収後に請求し、契約上の回収時期に受領しております。

契約負債は、当社及び在外連結子会社において一定の期間にわたり収益を認識する工事請負契約につ

いて、契約書に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に

伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、395百万

円であります。また、当連結会計年度において、契約資産が4,520百万円減少した理由は、在外連結子

会社で顧客検収及び請求が進捗したためであります。また、当連結会計年度において、契約負債が741

百万円増加した主な理由は、在外連結子会社での新規契約締結に伴い、前受金が入金されたためであり

ます。

（２）残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末における残存履行義務に配分した取引価格の総額は、116,898百万円であり、当社

及び在外連結子会社は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて2022年から2029年の間で

収益を認識することを見込んでおります。
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Ⅳ 会計上の見積りに関する注記

１．当社における受注損失引当金の計上

（１）当連結会計年度にかかる連結計算書類に計上した金額

連結貸借対照表において受注損失引当金2,594百万円を計上しており、このうち当社における受注損

失引当金は、2,507百万円であります。

（２）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

Ⅰ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 ４．会計方針に関する事項

（３）引当金の計上基準 ④受注損失引当金に記載の通り、受注契約に係る損失見込額を受注損失引当金

として計上しておりますが、計上にあたっては、収益総額に対応する販売直接経費を含む原価総額を合

理的に見積る必要があります。

原価総額は契約ごとに見積もっており、原材料の価格変動、想定外の設計変更や工程変更による作業

工数の増加の可能性があることから、高い不確実性を伴い、原材料価格及び作業工数の判断が原価総額

の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。

Ⅴ 連結貸借対照表に関する注記

１．担保資産

（１）担保に供している資産

現金及び預金 3,053 百万円

建物 330 百万円

土地 178 百万円

（２）担保に係る債務

短期借入金 2,000 百万円

預り保証金 21 百万円

預り敷金 70 百万円

（固定負債「その他」に含む）

（注）担保に供した現金及び預金は、信用状発行のため差し入れたもので、当連結会計年度末現在において対

応債務は存在しておりません。

２．有形固定資産の減価償却累計額 20,190 百万円
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Ⅵ 連結損益計算書に関する注記

１．債務免除益

在外連結子会社において、米国の新型コロナウイルス感染症に係る雇用保護政策である給与保護プログ

ラム（Paycheck Protection Program、通称PPP）を活用し融資を受けておりましたが、借入金の債務免除

条件となっていた雇用保護を目的とする従業員給与等の支払いに使用したことにより、返済が免除された

ものであります。

Ⅶ 連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当該連結会計年度の末日における当社の発行済株式の総数

普通株式 6,908,359 株

２．当該連結会計年度の末日における当社の自己株式の総数

普通株式 27,008 株

３．剰余金の配当に関する事項

（１）配当金支払額

決 議
株式の

種 類

配当金の

総 額

(百万円)

配当の原資

1株当たり

配 当 額

(円)

基準日 効力発生日

2021年5月13日

取締役会

普通

株式
206 利益剰余金 30 2021年3月31日 2021年6月11日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議
株式の

種 類

配当金の

総 額

(百万円)

配当の原資

1株当たり

配 当 額

(円)

基準日 効力発生日

2022年5月12日

取締役会

普通

株式
206 利益剰余金 30 2022年3月31日 2022年6月13日
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Ⅷ 金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

当社及び連結子会社は、資金運用について短期的な預金及び安全性の高い金融資産に限定しておりま

す。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理要領に沿ってリスク低減を図っております。

なお、売掛金については事業の性格上、顧客が限定されるため特定の相手先に信用リスクが集中しており

ます。

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

買掛金は、１年以内の期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に運転資金であり、長期借入金は主に設備投資資金であります。

なお、外貨建て債権債務に係る為替変動リスクをヘッジするため、先物為替予約を利用しております

が、デリバティブ(為替予約)は社内管理規定に従い、実需の範囲で行うこととしております。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表

計上額(＊１)

(百万円)

時価(＊１)

(百万円)

差額

(百万円)

（１）投資有価証券 その他有価証券

（２）長期借入金(1年内返済予定含む)

（３）デリバティブ(為替予約)取引（＊２）

① ヘッジ会計が適用されていないもの

② ヘッジ会計が適用されているもの

5,090

(2)

(669)

－

5,090

(2)

(669)

－

－

0

－

－

（＊１）負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注１） 現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、買掛金及び短期借入金は短期間で決済され

るため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（注２） 非上場株式(連結貸借対照表計上額75百万円)は、市場価格がない株式のため、「（１）投資有価証券

その他有価証券」には含めておりません。
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３．金融商品の時価の適切なレベルごとの内訳に関する事項

（ａ）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

レベル１

(百万円)

レベル２

(百万円)

レベル３

(百万円)

合 計

(百万円)

（１）投資有価証券 その他有価証券

（２）デリバティブ(為替予約)取引

① ヘッジ会計が適用されていないもの

② ヘッジ会計が適用されているもの

5,090

－

－

－

669

－

－

－

－

5,090

669

－

（ｂ）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

レベル１

(百万円)

レベル２

(百万円)

レベル３

(百万円)

合 計

(百万円)

（３）長期借入金(1年内返済予定含む) － 2 － 2

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

（１）投資有価証券

時価について、株式は相場価格によっております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、レベル１の時価に分類しております。
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（２）デリバティブ(為替予約)取引

先物為替相場に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（３）長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入またはリース取引が行われた場合に

想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

Ⅸ 賃貸等不動産に関する注記

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、大阪府その他の地域において、賃貸用商業施設、賃貸用土地を有しております。

２．賃貸等不動産の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円)

1,541 10,039

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

（注２）当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」による方法（指標等を用いて調整を行

ったものを含む。) により算定しております。

Ⅹ １株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 3,556 円 63 銭

２．１株当たり当期純利益 401 円 92 銭

Ⅺ 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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④株主資本等変動計算書
（百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益
剰余金 利 益

剰余金
合 計

繰越利益
剰余金

当期首残高 5,252 2,624 500 3,124 911 5,560 6,471 △105 14,744

当期中の変動額

剰余金の配当 △206 △206 △206

当期純利益 2,562 2,562 2,562

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

当期中の変動額合計 － － － － － 2,356 2,356 △0 2,356

当期末残高 5,252 2,624 500 3,124 911 7,916 8,828 △105 17,100

評価・換算差額等

純資産
合 計

その他
有価証券
評価差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 1,396 3 1,400 16,144

当期中の変動額

剰余金の配当 △206

当期純利益 2,562

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

△194 △3 △198 △198

当期中の変動額合計 △194 △3 △198 2,157

当期末残高 1,201 － 1,201 18,302

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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⑤個別注記表

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 原材料

移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 仕掛品

個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（３）デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

① 2007年３月31日までに取得したもの

旧定額法によっております。

② 2007年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。
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（２）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合は残価保証額)とする定額

法によっております。

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（３）製品保証引当金

引渡済車両の将来の保証費用の支出に備えるため、個別に見積可能な補修費用についてはその見積額

を、その他については売上高に対する過去の支出割合に基づき必要額を計上しております。

（４）受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上し

ております。

（５）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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４．収益及び費用の計上基準

鉄道車両関連事業に係る収益は、主に鉄道車両の製造による製品販売であり、顧客との工事請負契約に

基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。

工事請負契約につきましては、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充

足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定につきましては、

車両の引渡しにより顧客に支配が移転した財又はサービスを直接的に把握できるため、引渡単位数を基礎

としたアウトプットに基づき、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もっております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

（１）ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

為替予約 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

③ ヘッジ方針

内部規定に基づき、為替変動リスクをヘッジする目的で行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の契約高とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後

も継続して、相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるた

め、ヘッジ有効性の判定は省略しております。

（２）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処

理の方法と異なっております。
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Ⅱ 会計方針の変更に関する注記

１．収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と

いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによ

り、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事

進行基準を、その他の工事については工事完成基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配

が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するに

つれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っておりますが、累積的影響額が無かったため、期首の利益剰余金に加減しておりません。

なお、収益認識会計基準等の適用による、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた

「前受金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしております。

２．時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。

なお、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

Ⅲ 収益認識に関する注記

１．収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４．収益及び

費用の計上基準に記載の通りであります。

Ⅳ 会計上の見積りに関する注記

１．受注損失引当金の計上

（１）当事業年度にかかる計算書類に計上した金額

貸借対照表において受注損失引当金2,507百万円を計上しております。

（２）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

連結注記表にて記載しているため、記載を省略しております。
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Ⅴ 貸借対照表に関する注記

１．担保資産

（１）担保に供している資産

建物 330 百万円

土地 178 百万円

（２）担保に係る債務

短期借入金 2,000 百万円

預り保証金 21 百万円

預り敷金 70 百万円

（固定負債「長期預り金」に含む）

２．有形固定資産の減価償却累計額 16,958 百万円

３．保証債務

契約履行に対する保証

KINKISHARYO International,L.L.C. 26,556 百万円

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 8,363 百万円

長期金銭債権 11 百万円

短期金銭債務 84 百万円

Ⅵ 損益計算書に関する注記

１．関係会社との営業取引による取引高

売上高 1,127 百万円

仕入高 155 百万円

販売費及び一般管理費 25 百万円

２．関係会社との営業取引以外の取引高 223 百万円

Ⅶ 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 27,008 株
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Ⅷ 税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産の発生の主な原因は、繰越欠損金、退職給付引当金であり、繰延税金負債の発生の原因は、

その他有価証券評価差額金であります。

２．繰延税金資産の回収可能性の判定により回収可能性がないと認められる評価性引当額は、4,752百万円で

あります。

Ⅸ 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

種類 会社等の名称

議決権等の

所有割合

(％)

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

子会社

KINKISHARYO

International,

L.L.C.

直接

100

受注車両

の納入先

役員の兼任

鉄道車両

他の販売
160 売掛金 8,329

資金の

回収
1,962

短期

貸付金
－

契約履行

に対する

債務保証

26,556 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）上記金額は輸出免税取引のため消費税等は含んでおりません。

（注２）鉄道車両他の販売については、過去の取引実績等を勘案し、交渉により決定しております。

（注３）資金の貸付については、市場金利を勘案し、利率を合理的に決定しております。

（注４）債務保証については、取引金額に債務保証の期末残高を記載しております。

Ⅹ １株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 2,659 円 69 銭

２．１株当たり当期純利益 372 円 42 銭
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Ⅺ 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

（注）記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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